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案成立

施行後口賃金制度を考える
lf― トロアlしバイト/正社員賃金田均等ヒ均衡

▲

2018年 6月 29日 に成立した、働き方改革法案。2019年 4月 1日

をもつて、ついに改正法が適用開始されました。対応がまだの

企業様へ、同一労働同一賃金への対応と企業に求められる正

社員とパートとの賃金の「均等・均衡」への対応策を、正社員と

時給者の賃金を例に挙げ具体的に解説します。
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賃金の差を明確に説明できない

極ζ 賃金制度の改定をすべきか悩歴 いる
□L禦 12月17日●巨ヨ
:L禦 2』 9日 0品呂己
■日14:00～15:30(受付用:30)

ロロ調神照まちづくリセンター

固日 無料詈瞥ご鍵覇及`持参ください。(参加受付用)

※定員20名に達し次第申込を締切いたします。

セミナー内容
「同じ仕事なら同じ給与がもらえるの7」

このシンプルな質問の回答は7

最高裁判例を念頭においた同一労働
同一賃金の諸手当の付与方法

【講師プロフィール】

ドラフト労務管理事務所

鈴 木 圭 史 氏

社会保険労務士資格を取得後、人材派

遣会社の本社勤務を労務担当を9年

経験。その後、「企業における様々な問

題を解決するためのドラフトを提案す

る」という理念を基にドラフト労務管

理事務所という社会保険労務士事務

所を起業して現在12年 目を迎える。前職の経験を活かし、派遣元

責任者講習の講師を務める。派遣元の立場など派遣業界の仕組

みを理解しての講義には定評がある。また、関連して働き方改革

関連法や同一労働同一賃金のセミナーも適時実施している。

鯰

魃:神照4 学ヽ校
●

ヽ
―
ノ

Ｎ

Ｃ

l

電

至木之本 目闘磯

目
目
■
一 菫

長浜        GS
●警察署       0

1  ・ ・
    

・ ・

至米原

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため以下についてご理解、ご協力をお願い申し上げます。       (1踵 n
●当日は必ずマスクを着用ください。●受付時には体温チェックを実施します。●手指消毒用アルコールを設置していますので、ご利用ください。 “ヽJ
●発熱・体調不良の場合は、参加をお控えください。 ●感染拡大状況により中止となることもあります。ご了承ください。

日 響趾 彊鰺株式会社クローバー回藝 0749… 53…2190琵国 平日8:30～17:30餓ゝ 籠輛
・

目礎気濃鯖
黒 〒526-0062滋 賀県長浜市列見町292番地 麗 国 0749‐ 65…82401繭 国 info@ciovemejp聰 ″ 撃黎予藝|

同…労働同…賃金・施行後D賃金制度を考えるセミリー申込書 下記の内容をご記入の上、FAXまたはメールにてお申込ください。
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事業所名

住  所

丁 E L

〈個人情報の取 り扱い 〉 ご記入いただいた個人情報は本事業目的のみに使用 します。
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